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Ⅰ．事案の概要と判旨

　本件は，死刑確定者として大阪拘置所に収
容されているＸ（原告・控訴人・被上告人）
が，その配偶者の養子との外部交通の申出を
大阪拘置所長にしたところ，これを不許可と
されたため，著しい精神的苦痛を受けたと主
張して，被告である国・Ｙ（被告・被控訴人・
上告人）に対し，国家賠償法１条１項に基づ
き慰謝料300万円の支払を求めた事例である。
平成24年９月７日に提起された本件訴えにお
いて，ＸはＹに対し，その訴状の請求の趣旨
の欄で，300万円及びこれに対する平成22年
１月４日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員の支払を求める旨を記載していた。な
お本訴状には，さらに「勝訴の見込みは大き
くあり，資力は無職，無収入であり全くなく，
本日現在の領置金残高は￥13円であり，印紙

予納郵券等，必要分は，訴訟救助申立てます。」
と記載されていたため，東京地方裁判所は，
訴訟上の救助の申立てがされたものとして立
件し，受け付けた。
　第一審は，平成24年８月31日，上記救助の
申立てにつき，Ｘは，訴訟の準備及び追行に
必要な費用を支払う資力がない者に該当する
と一応認められるが，Ｘの請求のうち50万円
を超える部分については，Ｘが主張する違法
行為や損害の内容に照らして明らかに過大で
あり，勝訴の見込みがないとはいえないとき
に該当するとは認められないとして，Ｘに対
し，50万円の請求に対応する訴え提起の手数
料5000円及び書類の送達に必要な費用につい
て訴訟上の救助を付与し，その余の申立てを
却下する旨の決定（以下，本件救助決定とい
う）をすると共に，裁判長はＸに対し，訴え
提起の手数料として，Ｘによる300万円の請
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求に対応する訴え提起の手数料２万円から訴
訟上の救助が付与された5000円を控除した金
額である１万5000円を，本件救助決定の確定
の日から５日以内に納付することを命ずる補
正命令（以下，本件補正命令という）を発した。
　これに対しＸは，平成24年９月７日，本件
訴状の請求の趣旨の「300万円」を「50万円」
に訂正する旨の訴状訂正申立書（以下，本件
訂正申立書という）を提出し，本件補正命令
で命じられた期間内に収入印紙１万5000円を
納付しなかった（なお，本件救助決定に対し
Ｙが即時抗告を申し立てたが，抗告審は抗告
を棄却し，本件救助決定は確定している）。
　そこで，第一審は，「訴額の算定は，訴え
の提起の時を基準とすべき」であるとし，「そ
の後に請求の減縮をしたとしても，当初に貼
付すべき印紙の額がそれに応じて減額される
ものではないと解すべきである（最高裁第三
小法廷昭和47年12月26日判決・判例時報722
号62頁参照）」ことから，本件訴えについて
は「訴状訂正申立書で請求を50万円に減縮し
たことによっては，上記期間内に上記補正命
令に応じた補正がされたものとは認められな
い。」と判示し，本件訂正申立書によるXの
請求の減縮によっては本件補正命令に応じた
補正がされたものといえず，本件訴えは不適
法であるなどとして，民訴法140条により本
件訴えを却下した。Ｘは，本件補正命令は，
資力のないＸが補正できないことを承知の上
でなされたものであるとして控訴した。
　原審は，Ｘが，本件訴状の提出と共に訴訟
救助の申立てをし，本件救助決定の後，直ち
に本件訂正申立書によって訴状記載の請求の
趣旨の欄を300万円から本件救助決定の額で
ある50万円に訂正していることに鑑みて，本
件訴状を提出したＸの意思につき，「これを
合理的に解釈するならば，300万円を上限と
して裁判所から訴訟上の救助が認められる金
額の範囲内で訴えを提起するというもので
あったと認めることができ，訴訟上の救助

が一部についてしか認められないときでも，
300万円の請求金額をそのまま維持するとい
うものではなかったものというべきである。」
と判断，続けてＸの請求につき，「請求金額
が訴状の提出時には確定しておらず，本件訂
正申立書が提出された時（平成24年９月７日）
に，これが50万円に確定したというべきであ
る（したがって，本件は，確定的に300万円
の請求をしていたが，途中で50万円に請求を
減縮した事例とは異なる。）。また，このよう
に解さなければ，申立人に資力がないことを
認めながら，請求金額の一部について訴訟上
の救助を付与することには，およそ意味がな
いということになる。」とし，本件補正命令は，
訴え提起時点でＸが300万円の請求をしてい
ることを前提になされたものであるが，これ
はＸの意思解釈を誤った違法なものであり，
本件補正命令に従った補正がなされないとの
理由で本件訴えを却下することは許されない
と判示した。Ｙは，訴額の算定は訴え提起時
を基準とすべきであり，訴訟上の救助が決定
されたのちに請求金額を減額したとしても，
当初納付すべき訴え提起手数料はそれに応じ
て減額されるものではなく，本件補正命令に
応じた訴え提起手数料の納付がない以上，本
件訴えは不適法であり却下されるべきである
として上告。

【判旨】
　「金銭債権の支払を請求する訴えの提起時
にされた訴訟上の救助の申立てに対し，当該
債権の数量的な一部について勝訴の見込みが
ないとはいえないことを理由として，その部
分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上
の救助を付与する決定が確定した場合におい
て，請求が上記数量的な一部に減縮されたと
きは，訴え提起の手数料が納付されていない
ことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下
することは許されないと解すべきである。そ
の理由は，次のとおりである。
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　訴えに係る金銭債権の数量的な一部につい
て勝訴の見込みがないとはいえず，かつ，こ
れに対応する訴え提起の手数料を支払う資力
がないか，又はその支払により生活に著しい
支障を生ずる場合には，当該部分に対応する
訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与
する決定（以下「一部救助決定」という。）
をすることができるが，これは，当該債権の
数量的な一部に限ってではあるものの，正当
な権利を有する可能性がありながら無資力の
ために十分な保護を受けられない者を社会政
策的な観点から救済するという訴訟上の救助
の制度趣旨に沿うものといえる。そうすると，
訴え提起時にされた訴訟上の救助の申立てに
対する一部救助決定には，勝訴の見込みがな
いとはいえないとされた数量的な一部に請求
が減縮された場合，これに対応する訴え提起
の手数料全額の支払を猶予し，その結果，訴
え提起時の請求に対応するその余の訴え提起
の手数料の納付がされなくても，減縮後の請
求に係る訴えを適法とする趣旨が含まれるも
のというべきである。このように解しないと，
上記のとおり請求が減縮された場合であって
も，一部救助決定をした裁判所は，勝訴の見
込みがないとされた部分を含む訴え提起時の
請求に対応する訴え提起の手数料が納付され
ない限り，減縮後の請求に係る訴えをも不適
法であると判断せざるを得ないこととなり，
そもそも一部救助決定をすることを認めた訴
訟上の救助の制度趣旨に反することとなる。」
　以上のように述べた後，本件については，
Ｘは，「金銭債権の支払を請求する本件訴え
の提起時に訴訟上の救助を申し立てたとこ
ろ，請求の数量的な一部である50万円につい
ては勝訴の見込みがないとはいえないことを
理由として，これに対応する訴え提起の手数
料5000円につき訴訟上の救助を付与する旨の
本件救助決定が確定したのであ」り，Ｘは「本
件訂正申立書により50万円に請求を減縮した
と認められるのであるから，訴え提起の手数

料が納付されていないことを理由に，本件訴
えを却下することは許されないというべきで
ある。」として，原審の判断は結論において
是認できるとした。

Ⅱ．裁判例と学説

　本件では，訴え提起と同時に申し立てられ
た訴訟上の救助に対する一部許可決定がなさ
れ，それに応じて請求の減縮がなされた場合
に，減縮後の請求にかかる訴えの適法性が，
訴え提起手数料の点から問題となった。以下
では，１．訴訟上の救助と一部許可決定，２．
訴え提起手数料と請求の減縮という二点につ
いて，裁判例と学説の状況を概観する。
１．訴訟上の救助と一部許可決定
（１）訴訟上の救助
（ア）無資力要件
　訴訟救助制度は，無資力者の為に民事訴訟
における機会均等を保障しようとする社会政
策的な制度であり（1），憲法32条が裁判を受け
る権利を保障していることから，その趣旨を
没却しないためにも実質的に裁判を受ける機
会を保障しなければならないために設けられ
た制度である（2）。そこで，民事訴訟法82条で
は，訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払
う資力がない者，またはその支払いによって
生活に著しい支障を生ずる者に対して，勝訴
の見込みがないとはいえないときに限って，
訴訟費用の支払いを猶予することが規定され
ており，この現行の訴訟救助制度は，平成８
年の民訴法改正以前の旧民訴法118条におい
て，「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者」とされ
ていたものを上記のように改正し，資力に関
する要件を緩和したものとされている（3）。
　この無資力要件を満たしているかどうか
は，申立人の資産や収入から必要な生活費を
控除し，予想される訴訟費用額を対比するこ
とにより判断するが（4），この訴訟費用には
どのようなものが含まれるのかについて見解
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が分かれている。
　そもそも訴訟費用とは，一般的には当事者
が個々の訴訟の追行に必要な経費を指し，法
律に定めるものとしては，民事訴訟費用等に
関する法律（以下，民訴費用法という）にい
う訴訟費用，現行法61条（訴訟費用の敗訴者
負担の規定）にいう訴訟費用，同82条（訴訟
上の救助）にいう訴訟費用があり，それぞれ
異なった意義を持つとされる（5）。現行の民
訴費用法おける訴訟費用は，同２条に列挙さ
れる費用に限られ，貼用印紙類の他，書類送
達にかかる費用，公告の費用，証人・鑑定人
等の旅費・日当・鑑定料等，当事者から裁判
所へ納付しなければならない裁判費用と，訴
訟書類の書記料，交付に要する費用，翻訳料
およびその郵送費，当事者や代理人の旅費・
日当・宿泊費等，当事者自身が訴訟追行上，
裁判所に納めることなく，裁判所以外の者に
支出しなければならない費用である当事者費
用とに分けられる（6）。これに対し，本件の
ような訴訟上の救助における訴訟費用は，裁
判費用に限るのか，あるいは当事者費用を含
むのか，さらには訴訟費用には含まれない訴
訟の準備や追行に必要な調査費用や弁護士費
用等までをも含むのかについて，見解が分か
れている（7）。
　裁判例においては，①名古屋高金沢支決昭
和46年２月８日下民集22巻１＝２号27頁（「イ
タイイタイ病」訴訟に関する訴訟救助二審決
定）は，次のように判断している。まず，旧
法に規定する「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者」
とは「右にいう訴訟費用を支払う資力がない
とは，貧困で自己及び家族に必要な生活を害
するのでなければ訴訟費用を支払うことがで
きない状態をさすと解するのが相当である。」
とし，その資力の認定にあたっては，「申立
人の資産及び収入と予想される訴訟費用とを
対比して判断すべきもの」で，「この場合に
考慮すべき訴訟費用とは民訴法120条（8）に規
定する訴訟上の救助の対象となる裁判費用等

に限定すべきでなく，民訴費用法所定の訴訟
費用（右裁判費用のほかいわゆる当事者費用
も含む）や，更に進んで右民訴費用法に規定
されていないが，具体的事件に応じ訴訟の遂
行に必要不可欠とみられる訴訟のための必要
経費をも含むと解すべきであ」り，「無資力
なりや否やは右の如く訴訟費用の費目毎に判
定すべきものでなく，資産及び収入から訴訟
費用及び必要訴訟経費を支弁することが可能
か否かを申立人の必要生活費用との関連にお
いて全体的に判断すべきものである。そして
その結果認められた無資力者に対し民訴法は
これら訴訟費用及び必要訴訟経費のうち，最
少限の「裁判費用等」についてだけ救助を与
えるものであると解するのが相当であ」って，
その認定にあたっては，「（イ）訴状貼用印
紙，送達に要する費用，証人，鑑定人等に支
給する旅費日当等のいわゆる裁判費用，（ロ）
当事者の訴訟提起準備のための調査研究費，
通信連絡交通費，書類作成謄写費等の費用の
うち権利の伸張又は防禦に必要なる限度のい
わゆる当事者費用，（ハ）これら法定の訴訟
費用のほか，専門的知識，技能を有する弁護
士（その他事件によつては弁理士）をして訴
訟に当らしめなければ遂行不能の如き複雑又
は困難な訴訟において，当事者が選任した弁
護士に支払う費用及び報酬等を総合して判断
すべきである」としている。また，②東京高
決昭和51年11月18日高等裁判所民事判例集29
巻４号186頁・判時847号54頁（薬害集団訴訟
における訴訟上の救助が問題となった事件）
では，「訴訟を提起し追行するにあたつては，
当事者は，事件の内容性質に応じて，法定訴
訟費用のほかにも様々の準備調査の費用，弁
護士費用その他訴訟追行に附随する諸費用を
一定期間内に支出することが必要となること
があることは当然であつて，その支出が訴訟
費用支弁のための経済力に影響を及ぼすこと
は明瞭である。したがつて裁判所が当事者に
法定訴訟費用を支払う資力があるかどうか判
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定するにあたり，法定訴訟費用のほかに右の
意味で必要な諸費用についても，おおよそど
の程度のものが必要とされるかを考慮せざる
を得ないことは，理の当然であるといわなけ
ればならない」と判示している。その他，③
大阪地決昭和48年３月26日判時709号62頁（ス
モン病に関する訴訟救助申立事件）も，「民
事訴訟法第118条による訴訟救助は，経済的
に恵まれない者についても，裁判所における
裁判を受ける権利が奪われないようにするた
めの制度であるから，同条に規定する訴訟費
用とは，訴訟救助の対象となる裁判費用や，
民事訴訟費用等に関する法律所定の費用等の
厳密な意味における訴訟費用に限定されるも
のではなく，訴訟の追行に伴つて，当然に出
捐を必要とすることが推測される調査研究
費，弁護士費用等をも含むと解すべきであり，
訴訟救助を付与すべきかどうかは，これらの
費用と申立人の資力とを対比して相対的に判
断すべきものである」と判示する。
　これに対し，④前橋地決昭和47年９月18日
判時686号77頁（安中公害損害賠償事件）は，
「ところで訴訟上の救助は，『訴訟費用ヲ支払
フ資力ナキ者』に対してその訴えが『勝訴ノ
見込ナキニ非サルトキ』にこれを付与すべき
ものとされている（民事訴訟法118条）が，
右にいう『訴訟費用』とは文理上からも，ま
た同法上の規定の位置からも民事訴訟費用等
に関する法律所定の費用（これを法定費用と
いう）と解するの外ない。そしてここに『訴
訟費用ヲ支払フ資力』とは，法定費用を負担
しうる経済的能力をいうものと解すべき」と
し，さらにこの控訴審である⑤東京高決昭和
48年９月27日下民集24巻９～12号697頁も，
「民事訴訟法第118条にいう『訴訟費用』とは，
救助される訴訟費用，すなわち『民事訴訟費
用等に関する法律』所定の費用である。権利
を侵害されたとする者が，その救済を求める
方途は裁判によらざるをえないが，その際，
裁判所に納付すべきものとされている手数料

である訴状に貼用すべき印紙代および裁判費
用である証人の費用等が訴訟費用となるので
ある。したがつて，右費用の額は客観的基準
によつて法定せられ，その納付義務は，裁判
所に対し，裁判その他の行為を求めると同時
に発生し，事件の種類・内容（たとえば公共
の福祉を目的とする訴訟であるか否か），難
易，（たとえば専門的調査を必要とするか否
か）により減免せらるべきものではない。た
だ，右の費用を納付できないために，裁判制
度を利用できないことがあつては，裁判の機
会均等を保障した憲法第32条の精神に反する
こととなるので，裁判の結果が判明するま
で，その費用の納付を猶予することにしたの
が，民事訴訟法第118条である。よつて，民
事訴訟法第118条にいう『訴訟費用』が，右
にいう手数料的性格をもつ費用および裁判費
用に限局されることは当然の帰結でなければ
ならない。」として，訴訟費用には訴訟を準備，
遂行していくために必要不可欠な費用，すな
わち訴訟提起準備および遂行のための調査研
究費，通信連絡交通費，証拠収集費，書類作
成謄写費，弁護士に支払う費用等をも含むと
する抗告人らの主張は採用できないとした。
なお，⑥大阪地決昭和60年５月16日判時1180
号91頁は，「民事訴訟法118条にいう資力の有
無は，同条にいう訴訟費用の額との関係で相
対的に検討されるべきものであるが，右にい
う訴訟費用とは同条により訴訟救助が与えら
れると，その納付を猶予される訴訟費用をい
うものと解するのが相当であり，同法120条
１号によれば，訴訟費用のうち裁判費用，す
なわち民事訴訟費用等に関する法律に規定さ
れた訴訟費用のうち申立の手数料（訴状，控
訴状等に貼用すべき印紙代），証人，鑑定人
等の旅費，日当，鑑定料等の費用等がこれに
当たるものである。」として，訴訟費用の範
囲をさらに限定的に解している。
　学説は，予想される訴訟費用の範囲につい
て，文理上，旧118条（9）の位置から，訴訟救
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助を付与されることによって支払いを猶予さ
れる裁判費用と解するのが妥当であるとし，
訴訟費用は裁判費用（訴状貼用印紙，送達費
用，証人，鑑定人に支給される旅費，鑑定費
用等）に限られるとする裁判費用説（10）（上
記裁判例⑥はこの立場をとる）と，弁護士代
理の原則から弁護士費用は裁判費用に含まれ
ず，これと平仄を合わせるならば，本来の訴
訟費用と当事者費用とを含めるが，弁護士費
用や訴訟準備の費用はこれに含めない，すな
わち，ここでいう訴訟費用とは民訴費用法所
定の費用（裁判費用といわゆる当事者費用を
含む）であるとする法定訴訟費用説（11）（上
記裁判例④・⑤はこの立場をとる），民訴費
用法上の訴訟費用とされていないものでも，
具体的事件の訴訟準備・起訴・追行のために
必要となる調査研究費や弁護士費用等を含む
必要経費を意味し，そのように解しないと，
訴訟救助の制度は，せいぜい当事者自身で追
行できる程度の軽微な事件についてしか効用
を発揮できないことになり，制度の趣旨を活
かすことにならないとして（12），旧法120条に
規定する訴訟救助の対象となる裁判費用に限
定することなく，民事訴訟費用等に関する法
律所定の訴訟費用（当事者費用）や，具体的
事件に応じ，訴訟の遂行に必要不可欠とみら
れる訴訟のための必要経費を含むとする無限
定説（上記裁判例①～③はこの立場をとる）
とに大別され（13），無限定説をとるものが多
い。
（イ）勝訴の見込み
　訴訟救助に関する二つ目の要件に，現行法
では82条但書において「ただし，勝訴の見込
みがないとはいえないときに限る」として，
訴訟救助の付与につき勝訴の見込みの要件を
付加している。この要件は，濫訴の防止とい
う観点から設けられており（14），旧法におい
ても規定されていた。勝訴の見込みがないと
はいえないというのは，勝訴の見込みがある
ときというよりも緩やかであり（15），必ずし

も勝訴の見込みがないことはないという意味
で，勝訴の見込みがあるというよりも低い程
度であって，積極的に勝訴する可能性が強い
というのではなく，勝訴の見込みがないこと
が確実でないということであると説明され
（16），その訴訟上の主張が，無茶であったり
軽率であったりせず，法律上および事実上是
認される可能性があればよいとされる（17）。
　また，本件のように，訴状提出と同時に原
告より救助の申立てがあった場合は，勝訴の
見込みの点をどのように調査するかという問
題が生じるが，これについては，申立人が，
係争事情および立証に用いようとする証拠方
法等を明確に表示し，そのうち主要なものを
疎明資料として提出しなければならず，これ
に基づき裁判所が，勝訴の見込みについて，
自由な裁量で判断することになる（18）。
（２）一部許可決定
　ところで，本件では訴訟上の救助申立に対
して，一部救助許可決定を下している。一部
救助の必要性は，交通事故事件の増大が一つ
のきっかけとなった。すなわち，請求金額の増
大と共に，申立手数料がこれに応じて増大し
たことから，裁判費用の一部だけに限定して
救助することが行われるに至ったとされる（19）。
その傍らで，一部救助の可否については，民
事訴訟法上の定めがないことから，これをど
のように解するかにつき争いがあった。
　かつては，受求権者が自発的に放棄すれば
格別，一部に区切ってこれを制限することは
できないとの説が展開されていた（20）。この
説の根拠は明らかではないが（21），訴訟費用
の裁判は，原則として訴訟の全過程を通じて
の費用につき統一的になすべきであるという
「訴訟費用不可分の原則」にあると考えられ
ているところ（22），訴訟費用不可分の原則の
例外として旧法90条ないし94条（現62条ない
し65条）で訴訟費用の分割を予定しているこ
と，日本の民訴法の母法でもあるドイツ民事
訴訟法がこれを認めていること，無資力とは
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いえ，その中には一部の訴訟費用を支出する
ことが可能な者もいること，文言上も明確に
一部免除を禁止する趣旨には読めないこと，
もともと訴訟救助における資力の有無は，支
出を必要とする費用の額との関係で相対的に
判定されるべきものである以上，全部救助が
無理である場合でも，訴え提起の手数料に限
るとか，多額の費用を要する鑑定につきその
費用に限るなどして，一部救助を与えること
もでき，それは救助制度の趣旨にも沿うこと
等から（23），現在では，一部救助を認めるの
が通説である。
　なお，これまでに一部救助の可否自体が争
われた裁判例は見当たらないが，一部救助自
体を認めている裁判例が存在する。例えば，
⑦名古屋高金沢支決昭和46年２月８日下民集
20巻７・８号549頁では，「ところで訴訟上の
救助は，当該審級に限り，裁判費用の支払の
猶予等について効力を生ずるものであるが，
右救助の制度は，一般に裁判制度を利用する
特定の者に費用の一部を負担させる原則に対
する例外を規定したものであると解せられ，
従つて，その適用は必要限度に止まるべきも
のであり，かりに一部といえども費用支弁の
能力があるときには，同支弁可能の部分につ
き救助を与える必要はこれを見出すことがで
きないこと，また右訴訟救助自体が訴訟費用
全部につき効力を生ずるものでなく，前述の
如く訴訟費用中当事者費用については必要性
の点から救助を認めていないものであり，救
助は訴訟費用全部につき不可分的に与えなけ
ればならないとの要請はなく，当事者の資力
の程度如何によつては，右裁判費用等に関す
る救助の申立のうち一部についてのみ救助を
与えることも理論上は許されると考えられる
こと等の理由により，明文の規定はないが訴
訟上の救助申立については申立の一部認容
（一部棄却）も可能であると解するのが相当
である。」と判示され，一部救助を認めている。
また，債務不履行又は不法行為に基づき損害

賠償請求訴訟を起こした原告が，訴え提起と
当時に訴訟救助を申し立てた事案である⑧東
京高決昭和54年７月10日判例時報939号48頁
では，裁判所は，その請求金額が著しく過大
でありその一部についてのみ疎明があるにと
どまる場合，「この部分の請求のみに限定し
て訴訟上の救助の付与をすることができると
解するを相当」であるとし，「けだしこのよう
な場合，請求金額全額に対応して訴訟上の救
助を付与すれば，いたずらに過大な請求を助
長し濫訴と同様の弊を招くおそれがあり，逆
に全く救助を付与しなければ，無資力者の出
訴を妨げることとなるからであり，しかも右
手数料に限って救助を付与するのであれば，
救助の範囲を確定金額として特定することが
でき，また，救助を与えた部分と与えなかっ
た部分の費用の按分につき計算上の困難が生
ずるおそれもないからである」として，濫訴
の予防という観点も指摘する。⑨名古屋高決
昭和49年５月20日判時755号76頁（24），⑩東京
地判平成26年２月５日（25），⑪東京地判平成
26年９月24日（26）においても一部救助を認め
ていることから，実務上の取り扱いとしても
これを肯定しているとみられる。

２．訴え提起手数料と請求の減縮
　民訴法15条は，裁判所の管轄について，訴
えの提起の時を標準として定めるとしてい
る。訴えの提起の時とは，原告の裁判所に対
する訴提起行為の完了した時をいうのであ
り，通常は訴状を裁判所へ提出した時である
とされる（27）。事物管轄は訴額に応じて定め
られること，手数料の算出も訴額が基礎とな
ることからも，訴額の算定は訴え提起時を基
準とすることとなり，これにより，訴え提起
に係る手数料の算定基準時も，訴え提起時を
基準とすることになる。では，原告が後に請
求を減縮した場合，貼用印紙の額は減額され
るのだろうか。
　この点につき判断したのが，⑫最判昭和47
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年12月26日判時722号62頁である。事案は次
の通りである。ＸがＹらに対し財産上の請求
をし，さらに別訴でＺらに対しこれと経済的
利益を共通とする訴えを起こした。第一審は，
両訴について併合審理したが，貼用印紙額不
足を理由として両訴を却下したのに対し，Ｘ
がＹに対する請求を一部減縮して控訴を申し
立て，その余の被告に対しては従前の請求を
維持して控訴の申立をし，その後，Ｙ以外の
被告に対する訴えを取り下げた。原審は，Ｘ・
Ｙ間の訴訟について第一審の判決の結論を維
持し控訴を棄却したため，Ｘが上告した。最
高裁は，いくつかの点について個別に判示し
ているが，請求の減縮との関係については，
「訴額の算定は，訴提起の時を基準とすべき
であるから，上告人がその後に請求の減縮を
したとしても，所論のように当初に貼用すべ
き印紙額がそれに応じて減額されるものでは
ない。」と判断している（28）。
　このような考え方は，訴えの一部取下げが
あった⑬東京高決平成５年3月30日判タ857号
267頁においても見られる。⑬は，Ｘらが国
Ｙに対し，自衛隊員のカンボジア派遣の差し
止めと，派遣が憲法違反であることの確認，
派遣による財政支出によって被る損害賠償を
請求した事案であり，原審の裁判長が訴え提
起手数料の不足分を納付するよう命じた補正
命令に対し，Ｘらは即時抗告すると共に，上
記請求の一部について取下げをし，維持する
こととなった請求の分についての印紙のみを
追貼した。裁判所は，まず，「申立手数料の
額は申立て時，すなわち訴えの提起の時を基
準として算出され確定するものと解される。」
とし，「仮に，訴えの提起に瑕疵がある場合
でも，訴状の提出がある以上，訴えの提起自
体は存在し，補正することにより右瑕疵は治
癒され，訴状提出による訴えの提起が遡って
適法なものとなるものであり，補正されたと
きに訴えの提起があったものとされるもので
はない。したがって，訴え提起時に訴状に貼

付された収入印紙の額が申立手数料の額に不
足したが，後に追貼された場合においては，
当初あった瑕疵は補正により治癒され，訴え
などの提起は適法になるが，右補正のために
追貼すべき収入印紙の額は，右補正のときで
はなく，訴状が裁判所に提出されたときを基
準に算定されることになる。」として手数料
の基準時は訴え提起時であることを述べる。
その上で，Ｘらの，「申立手数料算定の基準
時である訴えの提起とは，訴状が裁判所に提
出されたときではなく，裁判長が訴状に瑕疵
がないと認めるか，又は訴状に瑕疵があると
きはその瑕疵の補正が行われて訴状が適法と
して受理するべきものとされて送達手続が開
始されるときであり，そのときまでに請求が
減縮されれば手数料額もこれに応じて減縮さ
れる」という主張に対しては，「申立手数料は，
裁判制度を利用しようとする者が反対給付と
して国に納付するものであって，私人と国と
の間の公法関係に基づくものであり，申立て
により納付義務を生じるものであること，訴
額算定の基準時が前記のとおり訴状その他の
書面を裁判所に提出したときと解されるこ
と，前記手数料額の一部の還付について前記
の規定があることからすると，申立手数料の
納付義務の存否を，本来訴訟法上の制度であ
る訴え取下げの遡及効にかからせることが相
当であるとは考えられない。」としてこれを
排斥する。
　以上のように，訴え提起手数料の算定時期
は訴え提起時であり，その後に請求を減額し
た場合や，請求に係る訴えを一部取り下げた
場合であっても，訴え提起手数料がそれに応
じて減額されることはないとするのが趨勢で
ある。ただ，その一方で，訴えを変更した場
合には，これと異なる判断をしているものも
ある。⑭東京高決昭和30年３月23日判タ49号
64頁は，執行力ある公正証書に基づく執行力
の排除を求める請求異議事件の訴状を提出し
たところ，訴額である債権額に対応した印紙
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の貼用がないとして追貼を命じられたため，
Ｘは，その請求の趣旨を訂正して，「上記執
行力ある公正証書に基いて相手方が抗告人所
有の本件物件に対しなした強制執行はこれを
許さない」とし，従前の印紙額に収まる形で，
具体的な執行力の排除を求めるものに訴を変
更した事案であり，原審は，先の命令に反し
て印紙を追貼しなかったことを理由に訴えを
却下したが，これに対して，「右訴の変更は
請求の基礎が同一であるから，元より適法な
ものである。そうであるとすれば，本訴は，
右のように変更された新請求のみになるので
あり，その訴訟物の価額は，具体的執行の排
除を求める執行の目的物の価格によつて算定
するを相当とする。」と判断して，却下決定
を取り消し事件を原審に差し戻している。

Ⅲ．本判決の検討と射程

　本件は，訴訟救助の一部許可決定がなされ
た場合に，それに対応して原告がその救助が
認められた範囲に請求を減縮した際の，許可
がなされなかった部分にかかる提訴手数料の
取り扱いが問題となった事例である。ここで
は，いくつかの観点が組み入っていることか
ら，順を追って検討を進める。
１．訴訟救助の一部許可決定
　本件において最高裁は，訴訟上の救助の制
度趣旨につき，「債権の数量的な一部に限っ
てではあるものの，正当な権利を有する可能
性がありながら無資力のために十分な保護を
受けられない者を社会政策的な観点から救済
する」と解し，一部救助の可否について，最
高裁として初めてこれを認める判断を示した
ものでもある。Ⅱ. １.で述べたよう，訴訟救
助制度の主な趣旨は，憲法上保障されている
裁判を受ける権利の保障にあり，その訴訟救
助制度において一部救助を許可する理由とし
ては，それが制度的に不可能ではないこと，
一部の訴訟費用を支払うことが可能な者に対

しても救助ができるよう途を広げること，濫
訴の抑制として機能すること等が指摘されて
いた。このうち，本件における一部救助は，
憲法上の要請を果たすための措置であると読
むことができよう。このような制度趣旨を前
提として，最高裁はさらに，本件一部救助決
定には「訴え提起時の請求に対応するその余
の訴え提起の手数料の納付がされなくても，
減縮後の請求に係る訴えを適法とする趣旨が
含まれる」と解している。
　なぜこのように解することができるのか。
まず，訴訟救助と訴え提起手数料の不足との
関係を確認しておく。訴え提起手数料の不足
があった場合には，不足分を納付するよう補
正命令が下され，仮にその後請求の減額や訴
えの一部取下げがあったとしても，このよう
な取り扱いには変更がないことは上記裁判例
⑫，⑬が示す通りであり，追貼後に民訴費用
法９条３項１号によって取下げ部分に関する
手数料の一部還付を受けるべきであるとされ
る（29）。これは，訴え提起手数料の算定基準
時が訴え提起時であることから，必然的に導
き出される結論であるといえよう。ただ，⑫
判決や⑬決定では訴訟救助が申し立てられて
はいなかった点，本件とは事情が異なるとい
える。では，本件のように，訴え提起と同時
に訴訟救助の申立てがなされた場合はどう
か。その場合の措置については，上記⑩判決
と⑪判決が参考になる。これら判決において
は（30），どちらも，一部救助の許可決定が付
与されたものの，救助決定が付与されなかっ
た部分についての訴え提起手数料を納付する
ように命じられ，所定期間内に追納しなかっ
たために訴えが却下されている。これらに鑑
みると，単に，訴訟上の救助が申し立てられ
それに対し一部許可決定がなされた，という
だけでは，救助が認められなかった部分につ
いての追納を免れ得るわけではないことにな
る。本判決の射程を，訴え提起と同時に訴訟
救助の申立てがなされた場合に限定し，訴訟
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救助の制度趣旨から判断する見解もあるが
（31），上述のように考えると，本件の評価を，
訴訟救助の制度趣旨という観点からのみ行う
ことは些か躊躇せざるを得ず，本件におい
て，救助が認められなかった部分についての
追納が無くても訴えが却下されることがない
のは，本判決が示すところの訴訟救助の制度
趣旨に依るというよりは，むしろ，本判決と
⑩・⑪判決の相違点である「請求の減縮」の
有無に依っているからであって，それが結論
を左右していることが指摘できる。
　本来，無資力者の裁判を受ける権利を保障
するということが訴訟救助の制度趣旨である
ところ，一部救助の場合に限ってのみ請求の
減縮を求める理由としては，本判決がいうよ
うに，無資力者が保護を求めているのが「当
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，正当な権利を有する可能性」があるから
である（傍点筆者）。つまり，一部救助を認
めるか否かにあたり，裁判所としては当該請
求について何らかの見込みを基に判断してい
るということであり，この前置きの裏側には，
過大請求の抑制，ひいては従来の裁判例が指
摘していた濫訴の防止という言外の言が含ま
れているようにも思われる。濫訴抑制機能と
いう点については，確かに，訴訟救助制度自
体が，制度の濫用を防止するために無資力要
件や勝訴の見込み要件を定めていることから
も（32），それを認めること自体にはさほど違
和感はないかもしれない。とはいえ，濫訴の
防止という際には，何が濫訴であるのかがそ
もそも不明確であること，本案の審理をしな
ければ濫訴か否かを判断することはできない
ことを考慮すると（33），濫訴防止目的という
だけで，請求の減縮があった場合にのみ一部
救助を認める理由とするのは適切ではないと
もいえる。ただ，訴訟費用は原則訴訟によっ
て権利の保護を受ける私人が負担すべきであ
ること等に鑑みると，無資力者だけがその主
張する利益全てについて訴訟費用の猶予を受

けるというのは，他の裁判利用者との公平性
という観点からは一考を要するのも確かであ
る。また，当該無資力者に勝訴の見込みがあ
るとはいえ，その者が敗訴する可能性が無く
はない上，仮に敗訴した場合にはその費用の
回収は見込めないのであるから，裁判所が，
本案審理の前に，請求額をめぐってある程度
の目

・

安
・

をつけることは，一概に不当であると
は言い切れない側面もある。
　このように，請求を減縮した場合の訴訟上
の救助をめぐって，訴訟救助制度の趣旨から
これを正当化することもできなくはないが，
結局は裁判を受ける権利の保障と適切な訴訟
制度運営という二つの異なる利益の衡量問題
に帰すことにならざるを得ない。

２．訴え提起手数料の算定基準時
　以上のように考えたとき，請求の減縮が実
際上ヨリ意味を持ち得るのは，訴え提起手数
料の算定基準時との関わりにおいてである。
この点，一審・最高裁と原審の間で相違が見
られる。
　本件の原審は，Ｘの意思を合理的に解釈し
て，Ｘは，一部救助しかなされなかった場合
にまで当初の請求金額を維持するものではな
かったとする。そして，このＸの意思解釈を
前提に，Ｘの請求金額は訴状提出時には確定
しておらず，「本件訂正申立書が提出された
時」に確定したと捉える。すなわち，原審の
立場に立つと，そもそも訴えの提起時におい
て訴額が確定されない以上，それに対する訴
え提起手数料も算定できないのは当然であ
り，本件訂正申立書が提出された際に訴額が
確定されることから，その際に訴え提起手数
料の算定も行われるのであって，本件におけ
るＸの訂正申立書提出行為は請求の減

・

縮
・

には
該当しない（つまり，この時点で初めて訴額
が提示される），と説明することも出来よう。
とすると，原審としては，従来の実務の取り
扱いや学説が支持する，訴え提起手数料の算
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定基準時は訴え提起時（訴状が裁判所に提出
された時）であるとの考え方を採用せず，訂
正申立書が提出された時点が手数料の算定基
準時であるとの立場をとったと見ることもで
きる。これについては，Ｘの請求金額が訴状
提出時に確定していないとすると，管轄の問
題等も発生する恐れがあることから，原審の
ような前提に立つことは難しく，さらに，Ｘ
は訴状提出時には請求額を訴求する意思を有
していたのであって，その本来の請求額に対
する訴訟救助の申立てを以て，一部救助許可
決定の場合の請求額についての意思を推し量
ることは無理があると言わざるを得ない。
　他方，本判決では，訴え提起手数料の算定
基準時がいつであるかは明確に述べられては
いないものの，一部救助許可の範囲に請求が
減縮された場合，「これに対応する訴え提起
の手数料全額の支払を猶予し，その結果，訴
え提起時の請求に対応するその余の訴え提起
の手数料の納付がなされなくても」と述べて
いることから，原則的には，訴え提起時を算
定の基準時としているように思われる。そう
すると，救助を得られなかった部分の手数料
の取り扱いとしては，原則，⑫判決・⑬決定
の枠組みで判断すべきことになるところ，本
件は，請求の減縮を一つの条件として，その
条件が成就した場合には従来の取り扱いの例
外的事例として位置づけ，扱うことと判断し
た事例であると説明することもできる。果た
して，請求の減縮は，このようなある種の条
件的役割しか果たさないものであるのかは検
討する必要がある。
　そもそも，請求の減縮とは訴訟上どのよう
な性質を伴う行為であるかにつき見解は分か
れている。まず，通説・判例（最判昭和27年
12月25日民集６巻12号1255頁）とされるのは，
（ａ）訴えの一部取下げとみる見解である。
これに対し，（ｂ）訴えの変更とする見解（34），
（ｃ）請求の一部放棄とする見解（35），（ｄ）
給付判決の上限の変更であり，訴えの変更に

も取下げにも当たらないが，手続は訴え変更
に準じて扱うべきであるとする見解（36），（ｅ）
請求の趣旨に変更がある以上は訴えの変更の
手続が必要であるとする見解（37）がある。本
件のように，訴訟救助の申立てがなされてい
る場合には，これら説のうち（ｂ）・（ｄ）・（ｅ）
説の説くよう，請求の減縮を訴えの変更と見
る，あるいは訴えの変更に準ずる取り扱いと
することで（38），上記⑭決定のように理解す
ることが可能となり，減縮がなされた請求を
新たな請求と捉えてその額を基に手数料を算
定することで，救助決定がなされなかった部
分に対する追納は必要がないとすることも可
能であろう。このような考え方は，原審とは
異なり，訴え提起手数料の算定基準時は訴え
提起時であるという前提を維持しつつ，減縮
を訴え変更になぞらえることで，実質的に請
求の減縮がなされた時点へと変更するもので
あり，手数料の算定時という観点からは従来
の取り扱いに反するわけではない。もっとも，
これもやはり訴訟上の救助の制度趣旨を没却
させないためであることから，その点を以て，
（ａ）説，つまり従来の判例との射程の違い
を明確にしておく必要がある。

３．本判決の評価と射程
　本件は，訴え提起と同時に申し立てられた
訴訟上の救助に対して一部許可決定がなさ
れ，それに応じて請求の減縮がなされたとい
う，これまで例のない事案であり，その射程
を検討するにあたっては，訴訟救助の趣旨と
いう制度的要請と，請求の減縮という原告の
当該訴訟に対するある種の姿勢とが，どの程
度相互に影響し合うのかという問題を孕む。
つまり，一部救助の許可決定をめぐっては，
過大請求の排除と，申請者の裁判を受ける権
利の保障のバランスをどのように取るかとい
う形でそれが現れるし，訴え提起手数料をめ
ぐっては，訴訟救助の制度的要請を機能させ
るにあたり，当事者による請求の減縮という
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行為を要するかという形で現れる。本件の結
論として，追納がなされないことを理由に訴
えを却下することを認めないという点につい
ては妥当なものであると考える。しかし，訴
え提起手数料に関しては，上述のように，訴
訟救助の制度趣旨を貫徹させるために請求の
減縮を訴えの変更と解釈して手数料を算定す
るという方が妥当なようにも思われる。この
ように解したとしても，結果的には，本件は
請求の減縮があった場合の手数料納付をめぐ
る例外的事例と位置付けることとなるが，本
件のように「減縮後の請求に係る訴えを適法
とする趣旨が含まれる」と解するよりも論理
的には明確ではないだろうか。
　本件は，一部救助に関しては，それが認め
られることを示した点，従来の取り扱いを肯
定し確定したもので，今後にも影響を及ぼす
ものであるが，救助を得られなかった部分の
訴え提起手数料の取り扱いについては，一部
救助決定後に請求の減縮があった場合にのみ
追納しなくてもよいという扱いをするとい
う，限られた範囲でのみ射程を有することに
なろう。本判決は，請求の減縮があれば追納
を必要としない理由について，訴訟救助の制
度趣旨をその根拠とするものの，そのように
解することは，結果的に，一部救助の趣旨と
して，裁判を受ける権利の保障という部分が
後退し，むしろ原告に対して裁判所の考える
妥当な請求をするよう求めるという側面が浮
かび上がることにもなる。この点，訴訟救助
の制度趣旨という観点からのみでの説明がど
の程度妥当性を持つのかはなお検討の余地が
あると考える（39）。

〔注〕
（１）　斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法（3）〔第2
版〕』（第一法規，1991年）301頁以下〔斎藤ほか〕。

（２）　訴訟救助の制度について，内田武吉「訴訟
上の救助̶その運用状況と改革の方向」鈴木
忠一・三ヶ月章編『実務民事訴訟講座2』（日

本評論社，1969年）169頁以下，石川明「訴訟
救助について̶特に本質論と無資力概念」鈴
木忠一・三ヶ月章編『新・実務民事訴訟講座3』
（日本評論社，1982年），同「訴訟救助と「勝
訴の見込み」」法曹時報34巻3号613頁以下，松
屋恒昭「訴訟救助に関する若干の問題」判例
タイムズ668号8頁以下，鈴木宏「訴訟救助に
関する問題点」専修法学論集18号81頁以下，
村松俊夫「訴訟費用の救助と扶助」法律時報
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法律時報44巻4号66頁以下，安倍晴彦「訴訟救
助に関する一考察̶スモン病訴訟の訴訟救助
に関する東京地裁決定の研究」法律時報46巻1
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（３）　秋山幹男ほか編『コンメンタール民事訴訟
法Ⅱ〔第2版〕』（日本評論社，2006年）111頁。

（４）　斎藤ほか・前掲注（1）205頁，秋山ほか・
前掲注（3）113頁。

（５）　兼子一ほか『条解民事訴訟法』（弘文堂，
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（８）　旧民事訴訟法120条の条文は次の通り（なお，
現行法では83条1項に該当）。
　「訴訟上ノ救助ハ訴訟及強制執行ニ付左ノ効力
ヲ生ス

　　一　裁判費用並執行官ノ手数料及其ノ職務
ノ執行ニ要スル費用ノ支払ノ猶予

　　二　裁判所ニ於テ附添ヲ命シタル弁護士ノ
報酬及立替ノ支払ノ猶予

　　三　訴訟費用ノ担保ノ免除」
（９）　旧民事訴訟法118条の条文は次の通り（なお，
現行法では82条1項に該当）。
　「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ裁判
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（10）　斎藤ほか・前掲注（1）206頁，福嶋登「訴
訟費用の範囲」鈴木忠一・三ヶ月章編『実務
民事訴訟講座2』（日本評論社，1969年）137頁。

（11）　石川・前掲注（2）「訴訟救助について」299頁。
（12）　新堂幸司『新民事訴訟法〔第五版〕』（弘文
堂，2011年）993頁以下，兼子ほか・前掲注（5）
249頁。

（13）　上田徹一郎＝井上治典編『注釈民事訴訟法
（2）当事者（2）・訴訟費用』（有斐閣，1992年）
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597頁〔渡辺武文〕。
（14）　秋山・前掲注（3）116頁。
（15）　同上。
（16）　斎藤ほか・前掲注（1）207頁。
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（27）　兼子ほか・前掲注（5）75頁。
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して訴額の算定をすべきこと，調停申立の手
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ることができるが，必ずしも鑑定その他の証
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（29）　秋山ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅲ』（日
本評論社，2008年）133頁。

（30）　両事件は，資料により確認する限りにおい
ては，本人訴訟であるものと思われる。

（31）　小原将照「判批」セレクト2015〔Ⅱ〕258
頁。本件評釈としてはその他に，大江毅「判批」
新・判例解説Watch18号133頁，川嶋隆憲「判
批」ジュリスト1492号123頁，川嶋四郎「判批」
法学セミナー737号122頁，加藤新太郎「判批」
民商法雑誌152巻1号75頁。

（32）　斎藤ほか・前掲注（1）205頁。
（33）　新堂・前掲注（12）949頁は，救助付与決定
に対する相手方の即時抗告の利益を検討する
にあたり，「第三に，肯定説は，相手方には勝
訴の見込みに関する裁判所の認定を争うこと
を通じて濫訴を防止する利益があるというが，
『勝訴の見込みがないわけではない』という要
件をただちに『濫訴の防止』に結びつけるこ
とには飛躍がある。のみならず，なにをもっ
て濫訴というか明確でなく，しかも本案の審
理なしに濫訴かどうかを判定することは不可
能に近いと思われるのに，これを訴訟の初め
にここで争われるのは手続の煩雑遅滞を招い
て得策でないばかりか，かりにも結論を急い
でたやすく濫訴の認定をするようなことがあ
るとすれば，救助申立人の訴権を侵害しかね
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ない。」と述べる。この理は，訴訟救助と濫訴
防止の議論全体を通じて当てはまるものであ
ると思われる。

（34）　菊井維大「訴えの変更」民事訴訟法学会編
『民事訴訟法講座　第一巻』（有斐閣，1954年）
197頁。

（35）　兼子一『新修民事訴訟法体系〔増補版〕』（酒
井書店，1965年）370頁，斎藤秀夫『民事訴訟
法概論〔新版〕』（有斐閣，1982年）336頁。

（36）　三ヶ月章『民事訴訟法（法律学講座双書）〔第
三版〕』（弘文堂，1992年）160頁。

（37）　兼子ほか・前掲注（5）851頁，谷口安平『口
述民事訴訟法』（成文堂，1987年）182頁。

（38）　なお，訴えの変更要件として請求の基礎の
同一性が求められるところ，請求金額のみの
増減は，主張の限度を変更するにすぎず請求
の同一性は失われない。新堂・前掲注（12）
757頁以下。また，この場合の変更は訴訟の初
期段階で行われるものであるから，著しい訴
訟手続きの遅延もない。

（39）　これに対しては，過大な請求のままでは裁
判を受ける権利の保障すら受けられないこと
が予測される者に対する，ある種の保護を図
るものであると考えることも可能かもしれな
い。例えば，訴訟の準備という点に関してみ
ると，多額の請求場面よりは当事者の負担を
軽減し得る可能性がある。また，当事者にとっ
てみると，心理的側面にも何らかの影響を与
えることが考えられる。特に，本件の場合は
本人訴訟であることから，どのような請求が
比較的妥当なものであるか，あるいは明らか
に課題だと評価され得る範囲の理解等につい
て明るいとはいえない。このような場合に，「勝
訴の見込みがないとはいえない」範囲につい
て救助を認めることは，判決において一部認
容という形をとることよりも，判決で認めら
れ得る最高額の予測が立てやすいという点に
おいて，当事者としても受け入れる態勢を整
えやすいことが指摘できる。いずれにせよな
おも論理的な検討が必要である。


